
 

 

 

 

実りの多い２学期に 

島牧村立島牧中学校長 中西 知典 

 

長い夏休みを終え、大きな事件・事故もなく、全校のみなさんが再び元気な姿で２学期を迎えること

ができたことをたいへん嬉しく思います。 

今年の夏も異常に暑い日が続き、ニュースでは熱中症や各地での猛暑の話題ばかりを目にしました。

２学期もこれまでどおり、こまめに休憩をとり、十分に水分補給をしながら、熱中症にならないよう学

校での活動を行っていきます。 

 

１学期に実施した体育大会や修学旅行・宿泊研修では、練習や準備活動を通してクラスが一つになる

ことの大変さと、成し遂げたときの充実感、他の生徒を思いやる心や応援する態度などを学びました。

こういった学校行事を経験することで島牧中の生徒は大きく成長していきます。それが、「島牧中らし

さ」だと思います。 

さて、２学期には学校祭・耐久遠足・生徒会役員選挙などの大きな学校行事が予定されています。そ

こでの経験が、自信となって普段の学校生活や進路選択などに役立てられるのだと思います。さらにク

ラスの仲間の大切さや一人ひとりの頑張りを感じることもできるのです。  

また、３年生はいよいよ進路実現に向けた本格的な取組が始まります。不安や焦り等もあるかもしれ

ませんが、誰もが経験する道です。大丈夫、自分を信じて下さい。そして、目先のことにとらわれず、

３０年後の自分を想像した上で目標を掲げ、ゆった～りとした気分で努力を重ねて欲しいものです。 

そして、１年生も、２年生も、３年生も、みなさんはどんな時も決して独りではありません。 周囲の

仲間や先生、保護者の方々や周りの人たちとたくさんおしゃべりをしながら、「実りの多い２学期」を一

緒に創りあげていきましょう。生徒のみなさんの頑張りに期待します。 保護者の皆様、地域の皆様、引

き続き２学期もご理解、ご協力の程、宜しくお願いいたします。 
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８月２７日に、３年生が美深町のＡＬＴ(イギリス出身の

方)と英会話交流を実施しました。北海道教育委員会の英語

力向上推進事業の一環としての取組です。１５分間という

短い時間での交流でしたが、３年生３名とも楽しそうに、

意欲的に取り組んでいました。初めてお会いする外国の方

と会話する機会、またイギリス英語にふれる貴重な機会と

なりました。英語への関心や英会話スキルがさらに高まっ

ていくきっかけになれば嬉しいです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

英語力向上を目指して ～ ３年英会話交流 ～ 

８月２２日に、１学年の職場体験学習を実施しました。村内の２事業所（島牧保育所・

セイコーマート島牧店）のご協力を得て、生徒たちは働くことの大変さや楽しさを実感す

る、貴重な経験を積むことができました。現在、生徒たちはまとめ学習を行い、９月１０

日には発表会を予定しています。生徒たちの学びの成果をご覧いただければ幸いです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

働くことの意味を知る ～１年職場体験学習～ 

《 ８月１～２日 中体連バドミントン北海道大会（滝川市） 》 

★男子シングルス １年 小倉久宗 １回戦惜敗  

★女子ダブルス  ２年 川岸 奏・３年 川岸 凛ペア １回戦惜敗 

《 ８月１０日 全日本ジュニアバドミントン大会新人の部北海道大会（北見市） 》 

★男子シングルス １年 小倉久宗 １回戦惜敗 

  ★女子シングルス ２年 川岸 奏 １回戦惜敗 

個人情報の厳重な取扱いを徹底します！  ～ 連絡手段に関する校内規程の共有 ～ 

 昨今、個人情報の取扱に関わる報道を耳にすることが多くなっており、本校としても改めて襟を正し、トラブルの未然防止のため対策を

講じているところです。 

そこで、その一環として、先日お子様をとおして「教職員と生徒・保護者との連絡手段に関する校内規程」をお渡しし、一斉メールにて

その内容についてご理解、ご協力をお願いしたところです。改めて本校ホームページにも掲載いたしますので、適宜ご確認をお願いいたし

ます。ご不明な点がございましたら、教頭までご連絡ください。よろしくお願いいたします。 

 

島牧中学校ホームページの「教職員と生徒・保護者との連絡手段に関する校内規程」 → 

 


